
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№１７１ 
２０１７／３／２２ 

江戸川区土木部 

区 画 整 理 課 

 

 

北小岩一丁目東部地区 

懇談会の開催概要 
 

日 時  平成２９年３月３０日（木） 午後７時から 

会 場  小岩アーバンプラザ２階 集会室第１・２ 

内 容  ・地耐力調査結果について 

          ・対策方針について 

          ・土地の引渡し日について 

           

 

 

 

 

 

 

※懇談会への参加につきましては、１８班地区の権利者の方のみとさせていただきます。 

 

未 来 へ つ な ぐ ま ち づ く り ま ち づ く り ニ ュ ー ス 

第３０回まちづくり懇談会を開催します 

 
 日頃より区政にご理解とご協力いただき、誠にありがとうございます。 

前回２月２８日の第２９回まちづくり懇談会では、地耐力調査によって一部の画地が引

渡し条件に満たない数値であることが判明し、調査途中ではありましたが懇談会時点で分

かっていることを皆様にご説明させていただきました。 

今回は、調査状況のご報告と対策方針について、国よりご説明させていただきます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

         

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回の懇談会でいただいたご質問を紹介します 

 平成 2９年２月２８日（火）に開催した第２９回まちづくり懇談会でいただいた

主なご質問を紹介します。 

Q１ 建築が遅くなることによる賠償・補償はどうなりますか。 

 

A１ （国）引渡しが延びることにより発生する仮住居の補償については手当てで

きます。その他については個別に確認させていただきます。 

Q２ 今回の地耐力調査は宅地の大小に関わらず全て行うのでしょうか。 

 

A２ （区）全ての宅地で調査を進めております。 

Q３ 相談窓口はどちらになるのでしょうか。 

 

A３ （区）江戸川区が、権利者皆様のご相談の窓口とさせていただきます。  

＜お問い合わせ先＞                           ※電話：平日８：３０ ～ １７：００  

電話 ： 計画換地係（ 5664-2619） 移転造成係（5664-2616） FAX専用（5243-3711） 

郵便 ：〒133-0053 江戸川区北篠崎2-26-7  篠崎地区まちづくり事務所 

Q４ 調査結果の説明はあるのでしょうか。 

 

A４ （国）調査結果については次回のまちづくり懇談会において説明させていた

だきます。 


